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更
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法
改
正
要
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試
案
に
つ
い
て
の
意
見
（
一
）

宗
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彦

会社更生法改正要綱試案についての意見（1）

第第第第第　　　　　　　　　第
654329876543211

更
生
事
件
の
管
轄
及
び
移
送

原
則
的
管
轄

本
店
所
在
地
の
競
合
管
轄

親
子
会
社
の
特
則

連
結
会
社
の
特
則

大
規
模
裁
判
所
の
競
合
管
轄

複
数
の
管
轄
裁
判
所
の
調
整

専
属
管
轄

更
生
事
件
の
移
送

更
生
債
権
等
確
定
訴
訟
の
移
送

職
権
送
達
規
定
の
見
直
し

公
告
の
方
法

送
達
に
代
わ
る
公
告
の
見
直
し

監
督
行
政
庁
に
対
す
る
通
知
の
見
直
し

更
生
手
続
開
始
の
登
記
等
の
廃
止

第第
87第　　第103219
登
記
・
登
録
の
嘱
託
に
関
す
る
事
務
の
書
記
官
権
限
化

更
生
手
続
開
始
前
の
牽
連
破
産
の
場
合
に
お
け
る
共
益
債
権
の
財

団
債
権
化

事
件
に
関
す
る
文
書
等
の
閲
覧
等

文
書
等
の
閲
覧
等
の
請
求

閲
覧
等
の
請
求
の
時
期
的
制
限

支
障
部
分
の
閲
覧
等
の
制
限

最
高
裁
判
所
規
則
へ
の
委
任

更
生
手
続
の
開
始
関
係

　第　　　　第
112432111

包
括
的
禁
止
命
令

発
令
要
件

一
定
の
範
囲
に
属
す
る
更
生
債
権
等
の
除
外

係
属
中
の
強
制
執
行
等
に
対
す
る
効
力

係
属
中
の
滞
納
処
分
等
に
対
す
る
効
力

保
全
段
階
に
お
け
る
中
止
し
た
手
続
等
の
取
消
し
の
制
度

他
の
手
続
等
の
中
止
命
令
に
よ
り
中
止
し
た
手
続
等
の
取
消
し
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　第第第第第第
1　　18　17　16　15　14　13　　2

　　第　　 第
2　　1　20　　3　　2　　1　　19　　2

包
括
的
禁
止
命
令
に
よ
り
中
止
し
た
手
続
等
の
取
消
し

保
全
段
階
に
お
け
る
商
事
留
置
権
消
滅
請
求

更
生
手
続
開
始
の
条
件

株
主
に
対
す
る
送
達
の
見
直
し

労
働
組
合
・
使
用
人
代
表
の
手
続
関
与

法
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
手
続
関
与

営
業
の
全
部
又
は
重
要
な
一
部
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
規
律

更
生
手
続
に
よ
ら
な
い
営
業
の
全
部
又
は
重
要
な
一
部
の
譲
渡
の

禁
止
更
生
計
画
認
可
前
の
営
業
の
全
部
又
は
重
要
な
一
部
の
譲
渡

取
締
役
及
び
監
査
役
の
報
酬

取
締
役
の
報
酬

監
査
役
の
報
酬

報
酬
の
額

取
締
役
の
競
業
行
為
の
承
認
権
限

管
財
人
に
よ
る
承
認

取
締
役
が
管
財
人
に
選
任
さ
れ
た
場
合
の
特
例

更
生
手
続
の
機
関
関
係

第第　　第第第第
26　25　　2　　1　　24　23　22　21

管
財
人
、
管
財
人
代
理
、
保
全
管
理
人
代
理
の
選
任

数
人
の
管
財
人
の
職
務
執
行
の
見
直
し

管
財
人
等
に
よ
る
更
生
会
社
の
子
会
社
等
の
調
査
権

保
全
段
階
に
お
け
る
請
求
権
の
共
益
債
権
化

保
全
管
理
人
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
請
求
権
の
共
益
債
権
化

監
督
委
員
に
よ
る
共
益
債
権
化
の
承
認

監
督
委
員
の
意
見
書
の
提
出

調
査
委
員
制
度
の
整
備
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
（
以
上
本
号
）

更
生
債
権
、

　　第第第第
1　　30　29　28　27

第第　　　　第
33　32　　2　　1　　31　　3　　2

第

3454321
　　　　第
432135

　
　
更
生
担
保
権
等
の
各
種
の
権
利
の
取
扱
い
関
係

更
生
計
画
に
よ
ら
な
い
弁
済
の
制
度

議
決
権
の
算
定
に
お
け
る
無
利
息
債
権
の
中
間
利
息
分
の
取
扱
い

使
用
人
の
預
り
金
の
取
扱
い

劣
後
的
更
生
債
権
制
度
の
廃
止

更
生
手
続
開
始
後
の
利
息
等

開
始
後
債
権

更
生
手
続
開
始
前
の
罰
金
等

担
保
権
の
実
行
禁
止
の
一
部
解
除

一
部
解
除
の
許
可

裁
判
所
へ
の
報
告

更
生
債
権
及
び
更
生
担
保
権
の
調
査
及
び
確
定
の
手
続

更
生
担
保
権
に
係
る
担
保
権
の
目
的
の
価
額
の
争
い
に
関
す
る
手

続価
額
の
決
定
の
申
立
て

価
額
の
決
定
の
裁
判

不
服
申
立
て

査
定
の
申
立
て
と
の
調
整

価
額
の
決
定
の
裁
判
の
拘
束
力

後
順
位
担
保
権
者
の
更
生
担
保
権
確
定
訴
訟
の
帰
趨
と
更
生
担
保

権
額
社
債
権
者
の
手
続
参
加

社
債
管
理
会
社
に
よ
る
届
出
の
あ
っ
た
こ
と
等
の
公
告

議
決
権
行
使
の
届
出

議
決
権
行
使
の
届
出
が
さ
れ
な
か
っ
た
社
債
に
係
る
議
決
権

更
生
債
権
者
表
等
へ
の
記
載
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　　　　第　　　　　　第　　　第第　　　　第　　　第

32141432140213938321372136
代
理
委
員

代
理
委
員
の
選
任
命
令

職
権
に
よ
る
代
理
委
員
の
選
任

関
係
人
集
会

財
産
状
況
報
告
集
会
制
度
の
創
設

関
係
人
集
会
の
招
集

審
理
の
た
め
の
集
会
と
決
議
の
た
め
の
集
会
の
一
体
化

議
決
権
の
不
統
一
行
使

基
準
日
に
よ
る
議
決
権
者
の
確
定

基
準
日
の
指
定

基
準
日
の
公
告

関
係
人
委
員
会
（
仮
称
）

管
財
人
に
よ
る
関
係
人
委
員
会
（
仮
称
）
の
意
見
の
聴
取

管
財
人
の
関
係
人
委
員
会
（
仮
称
）
に
対
す
る
報
告
義
務

報
告
命
令
の
申
出

費
用
の
償
還

社
債
管
理
会
社
の
費
用
償
還
請
求
権
及
び
報
酬
請
求
権

費
用
償
還
請
求
権
の
共
益
債
権
化
の
事
前
許
可

費
用
償
還
請
求
権
の
共
益
債
権
化
の
事
後
許
可

報
酬
請
求
権
の
共
益
債
権
化
の
許
可

更
生
会
社
の
財
産
の
調
査
及
び
確
保
関
係

　　　　第
432142

財
産
評
定
及
ひ
更
生
担
保
権
に
係
る
担
保
権
の
目
的
の
評
価

財
産
評
定
に
お
け
る
評
定
の
在
り
方

企
業
全
体
価
値
の
評
定

清
算
を
前
提
と
す
る
評
定

更
生
担
保
権
に
係
る
担
保
権
の
目
的
の
評
価
基
準

　　　　第
432143

担
保
権
の
目
的
で
あ
る
財
産
の
特
別
な
換
価
制
度

申
鉱
て

担
保
権
の
消
滅
時
期

裁
判
所
に
よ
る
配
当
等
の
手
続

価
額
決
定
の
申
立
て

　　　　　　第第第第
2　　1　　47　46　45　44

第第第第
51　50　49　48　　3
更
生
計
画
認
可
後
の
手
続
、

第　　　　第第
54　　2　　1　　53　52

（
仮
称
）

更
生
計
画
に
よ
る
更
生
債
権
等
の
弁
済
期
間

更
生
計
画
に
基
づ
い
て
発
行
す
る
社
債
の
償
還
期
限

更
生
計
画
に
基
づ
い
て
す
る
新
株
発
行

更
生
計
画
案
の
提
出
時
期

管
財
人
の
提
出
時
期

更
生
会
社
、
更
生
債
権
者
、
更
生
担
保
権
者
及
ひ
株
主
の
提
出
時

期提
出
時
期
の
変
更

書
面
投
票
制
度

書
面
に
よ
る
決
議

更
生
計
画
案
の
可
決
要
件

更
生
計
画
認
可
の
決
定
に
対
す
る
株
主
の
即
時
抗
告
権

　
　
　
　
　
　
　
　
更
生
手
続
の
廃
止
関
係

更
生
手
続
の
終
結
時
期
（
終
結
要
件
）

更
生
手
続
終
了
後
の
査
定
の
手
続
及
び
異
議
訴
訟
の
帰
趨

査
定
の
手
続
の
帰
趨

異
議
訴
訟
の
帰
趨

更
生
手
続
終
r
後
職
権
破
産
宣
告
ま
て
の
間
の
財
産
保
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
（
以
上
七
五
巻
三
号
）
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、

二
、

　
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
は
、
平
成
一
四
年
三
月
一
日
に

「
会
社
更
生
法
改
正
要
綱
試
案
」
を
「
同
補
足
説
明
」
と
と
も

に
公
表
し
、
こ
れ
に
関
す
る
意
見
を
募
集
し
た
。
同
試
案
に
対

す
る
意
見
の
提
出
期
限
は
同
月
三
一
日
で
あ
っ
た
。
公
表
か
ら

意
見
提
出
期
限
ま
で
が
短
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
慶
鷹

義
塾
大
学
法
学
部
民
事
訴
訟
研
究
会
に
お
い
て
検
討
す
る
暇
が

な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
破
産
法
の
講
義
を
担

当
し
て
い
る
筆
者
が
右
試
案
に
対
す
る
意
見
を
法
務
省
に
提
出

し
た
。
以
上
の
次
第
で
、
本
稿
の
意
見
は
筆
者
個
人
の
も
の
で

あ
り
、
文
責
は
す
べ
て
筆
者
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
同
年

五
月
二
二
日
に
右
意
見
に
つ
い
て
右
研
究
会
で
報
告
し
て
検
討

し
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
法
務
省
へ
提
出
し
た
意
見
に
つ

い
て
、
そ
の
〈
結
論
〉
は
変
え
ず
、
〈
理
由
〉
に
つ
い
て
加
筆

し
た
部
分
（
第
5
0
に
つ
い
て
は
、
一
部
〈
結
論
〉
部
分
に
も
変

更
が
あ
る
。
）
の
あ
る
こ
と
を
付
言
す
る
。

　
改
正
要
綱
試
案
は
、
会
社
更
生
法
を
、
総
則
関
係
、
更
生
手

続
の
開
始
関
係
、
更
生
債
権
・
更
生
担
保
権
等
の
各
種
の
権
利

の
取
扱
い
関
係
、
更
生
会
社
の
財
産
の
調
査
及
び
確
保
関
係
、

更
生
計
画
関
係
、
及
び
更
生
計
画
認
可
後
の
手
続
・
更
生
手
続

の
廃
止
関
係
の
六
項
目
に
分
け
た
上
で
、
全
体
を
第
1
か
ら
第

54

に
細
分
化
し
た
案
文
と
成
っ
て
い
る
。

ミ

　
右
改
正
要
綱
試
案
に
は
、
法
律
行
為
に
関
す
る
倒
産
手
続
の

効
力
、
各
種
債
権
の
優
先
順
位
、
多
数
債
務
者
関
係
、
担
保
権

の
倒
産
手
続
上
の
取
扱
い
、
相
殺
権
、
否
認
権
等
の
倒
産
実
体

法
に
関
わ
る
事
項
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
引
き
続

き
進
行
中
の
破
産
法
の
全
面
改
正
作
業
と
と
も
に
検
討
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
今
般
の
試
案
は
、
手
続
関
係
の
部

分
及
び
民
事
再
生
法
で
採
り
入
れ
ら
れ
た
制
度
の
導
入
等
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
点
に
特
色
を
有
す
る
。

　
本
改
正
要
綱
試
案
は
、
そ
の
後
法
務
省
法
制
審
議
会
で
試
案

に
対
す
る
意
見
を
踏
ま
え
て
議
論
を
重
ね
、
平
成
一
四
年
秋
に

法
律
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。

第
1
　
更
生
事
件
の
管
轄
及
び
移
送

1
　
原
則
的
管
轄

　
　
更
生
事
件
は
、
更
生
会
社
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、

　
外
国
に
主
た
る
営
業
所
が
あ
る
と
き
は
、
日
本
に
お
け
る
主

　
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
が
管
轄
す

　
る
も
の
と
す
る
。

2
　
本
店
所
在
地
の
競
合
管
轄
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会社更生法改正要綱試案についての意見（1）

　
　
1
に
か
か
わ
ら
ず
、
更
生
会
社
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄

　
す
る
地
方
裁
判
所
が
ー
に
よ
り
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
所
と

　
異
な
る
場
合
に
は
、
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
は
、
当
該
地

　
方
裁
判
所
に
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

3
　
親
子
会
社
の
特
則

　
　
1
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
株
式
会
社
が
更
生
会
社
の
商
法

　
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
総
株
主
の
議
決
権
の
過
半
数
を

　
有
す
る
場
合
又
は
更
生
会
社
が
他
の
株
式
会
社
の
商
法
の
規

　
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
総
株
主
の
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す

　
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
更
生
事

　
件
が
係
属
し
て
い
る
と
き
は
、
更
生
会
社
に
つ
い
て
の
更
生

　
手
続
開
始
の
申
立
て
は
、
当
該
他
の
株
式
会
社
の
更
生
事
件

　
が
係
属
し
て
い
る
地
方
裁
判
所
に
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

　
の
と
す
る
。

4
　
連
結
会
社
の
特
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）

　
　
1
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
更
生
会
社
及
び

　
他
の
株
式
会
社
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た
貸
借
対
照
表
及

　
び
損
益
計
算
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

　
他
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
更
生
事
件
が
係
属
し
て
い
る
と
き

　
は
、
更
生
会
社
に
つ
い
て
の
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
は
、

　
当
該
他
の
株
式
会
社
の
更
生
事
件
が
係
属
し
て
い
る
地
方
裁

　
判
所
に
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

5
　
大
規
模
裁
判
所
の
競
合
管
轄

　
　
1
に
か
か
わ
ら
ず
、
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
は
、
東
京

　
地
方
裁
判
所
又
は
大
阪
地
方
裁
判
所
に
も
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
も
の
と
す
る
。

6
　
複
数
の
管
轄
裁
判
所
の
調
整

　
　
1
か
ら
5
ま
で
に
よ
り
二
以
上
の
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有

　
す
る
と
き
は
、
更
生
事
件
は
、
先
に
更
生
手
続
開
始
の
申
立

　
て
が
あ
っ
た
裁
判
所
が
管
轄
す
る
も
の
と
す
る
。

7
　
専
属
管
轄

　
　
会
社
更
生
法
に
規
定
す
る
裁
判
所
の
管
轄
は
、
専
属
と
す

　
る
も
の
と
す
る
。

8
　
更
生
事
件
の
移
送

　
　
裁
判
所
は
、
著
し
い
損
害
又
は
遅
滞
を
避
け
る
た
め
必
要

　
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
権
で
、
更
生
事
件
を
次
に
掲

　
げ
る
裁
判
所
の
い
ず
れ
か
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

　
と
す
る
。

　
ω
　
更
生
会
社
の
他
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方

　
裁
判
所

　
⑭
　
更
生
会
社
の
財
産
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所

　
⑬
　
2
か
ら
5
ま
で
に
規
定
す
る
地
方
裁
判
所
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9
　
更
生
債
権
等
確
定
訴
訟
の
移
送

　
　
裁
判
所
は
、
5
に
よ
り
更
生
事
件
が
係
属
し
て
い
る
場
合

　
（
8
⑥
に
よ
り
5
に
規
定
す
る
地
方
裁
判
所
に
移
送
さ
れ
た

　
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
著
し
い
損
害
又
は
遅
滞
を
避

　
け
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
四
八
条

　
（
更
生
債
権
又
は
更
生
担
保
権
確
定
訴
訟
の
管
轄
）
の
規
定

　
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
権
で
、
当
該
裁
判
所
に
係
属
す
る
更
生

　
債
権
又
は
更
生
担
保
権
確
定
の
訴
え
（
第
一
四
七
条
第
一
項
、

第
一
五
一
条
第
一
項
参
照
）
を
ー
に
よ
る
管
轄
権
を
有
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）

　
地
方
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
注
1
）
　
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法

　
律
の
改
正
に
よ
り
、
同
法
に
い
う
「
大
会
社
」
は
、
連
結
計
算
書

　
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ

　
て
い
る
（
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
第
1
3
の
ー
、

　
1
参
照
）
。

（
注
2
）
　
更
生
債
権
又
は
更
生
担
保
権
の
確
定
手
続
の
見
直
し
の
一

　
環
と
し
て
、
更
生
債
権
等
の
査
定
の
裁
判
の
制
度
及
び
査
定
の
申

　
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対
す
る
異
議
の
訴
え
の
制
度
の
導
入
が

　
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
第
32
参
照
）
。
こ
れ
ら
の
制
度
が
導
入
さ
れ

　
る
場
合
に
は
、
査
定
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対
す
る
異
議

　
の
訴
え
に
つ
い
て
移
送
の
制
度
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

〈
結
　
論
〉

　
試
案
第
1
の
ー
か
ら
9
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
民
事
再
生
法
五
条
、
七
条
で
相
当
程
度
改
善
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

と
同
様
の
規
定
（
但
し
、
民
事
再
生
法
五
条
第
二
項
を
除
く
。
）
を

導
入
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
い
え
よ
う
（
1
な
い
し
4
、
お
よ

び
6
な
い
し
8
）
。
そ
こ
で
5
で
あ
る
が
、
専
門
性
の
進
ん
で
い
る

東
京
地
裁
、
大
阪
地
裁
へ
の
申
立
て
は
是
認
し
て
も
よ
い
と
思
う
。

各
高
裁
所
在
地
の
地
裁
へ
の
申
立
て
の
可
能
性
も
検
討
す
べ
き
で
あ

る
が
、
1
か
ら
4
の
管
轄
を
認
め
れ
ば
、
こ
れ
を
導
入
し
た
の
と
同

様
の
効
果
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
試
案
の
と
お
り
で
よ
い
。
つ

ぎ
に
9
で
あ
る
が
、
東
京
地
裁
や
大
阪
地
裁
が
更
生
裁
判
所
と
な
っ

た
場
合
に
は
、
更
生
債
権
又
は
更
生
担
保
権
確
定
訴
訟
も
、
こ
れ
ら

の
裁
判
所
で
行
わ
れ
る
が
、
主
た
る
営
業
所
の
管
轄
地
裁
の
方
が
資

料
の
入
手
等
の
関
係
や
、
訴
訟
関
係
人
の
ア
ク
セ
ス
の
観
点
等
か
ら

も
便
利
で
あ
る
の
で
、
「
著
し
い
損
害
又
は
遅
延
を
避
け
る
た
め
」
、

こ
れ
へ
の
移
送
を
認
め
て
よ
い
。

第
2
　
職
権
送
達
規
定
の
見
直
し

　
更
生
事
件
に
関
す
る
裁
判
の
う
ち
送
達
す
べ
き
も
の
は
個
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）

に
規
定
す
る
も
の
と
す
る
（
第
一
〇
条
参
照
）
。
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（
注
）
　
会
社
更
生
法
の
規
定
に
よ
っ
て
公
告
及
び
送
達
を
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
送
達
に
代
え
て
、
通
常
の
取
扱
い
に
よ

　
る
郵
便
そ
の
他
の
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
る
通
知
を

　す

れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
す

　
る
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。
た
だ
し
関
係
人
の
手
続
保
障
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

〈
理
　
由
〉

　
多
数
の
関
係
者
が
お
り
、
費
用
、
迅
速
等
か
ら
、
送
達
を
す
る
も

の
は
、
こ
れ
に
代
え
て
公
告
で
よ
く
、
公
告
と
と
も
に
送
達
を
要
す

る
場
合
の
送
達
は
、
通
知
（
民
事
訴
訟
規
則
四
条
参
照
）
で
こ
れ
に

代
え
ら
れ
る
こ
と
と
し
、
即
時
抗
告
の
期
間
の
基
準
は
公
告
を
基
準

と
す
る
こ
と
で
よ
い
。
そ
し
て
、
公
告
と
と
も
に
す
る
通
知
を
す
る

場
合
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
手
続
保
障
か
ら
必
要
で
あ
る
。

第
3
　
公
告
の
方
法

　
会
社
更
生
法
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載

し
て
す
る
も
の
と
す
る
（
民
事
再
生
法
第
一
〇
条
第
一
項

（
注
）

参
照
）
。

（
注
）
　
公
告
の
方
法
と
し
て
、
「
裁
判
所
の
指
定
す
る
新
聞
紙
」
（
第

　
一
二
条
第
一
項
）
へ
の
掲
載
を
廃
止
す
る
こ
と
に
伴
い
、
掲
示
に

　
よ
る
公
告
（
第
二
二
条
）
の
規
定
は
削
除
す
る
も
の
と
す
る
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
実
務
で
は
、
法
一
二
条
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
官
報
へ
の

掲
載
の
み
が
行
わ
れ
て
お
り
、
民
事
再
生
法
一
〇
条
第
一
項
も
す
で

に
同
様
に
し
て
い
る
。
小
規
模
事
件
の
二
二
条
の
掲
示
も
廃
止
し
て
、

公
告
は
官
報
だ
け
に
よ
る
こ
と
に
し
て
よ
い
。

第
4
　
送
達
に
代
わ
る
公
告
の
見
直
し

　
会
社
更
生
法
の
規
定
に
よ
っ
て
送
達
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
含
に
は
、
公
告
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
（
民
事
再
生
法
第
一
〇
条
第
三
項
参
照
）
。

〈
結
　
論
V

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
一
六
条
は
送
達
す
べ
き
場
所
を
知
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
の
み
公
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告
で
代
え
ら
れ
た
が
、
多
数
の
利
害
関
係
人
の
存
在
と
費
用
、
迅
速
、

即
時
抗
告
期
間
の
起
算
日
の
単
純
化
か
ら
試
案
の
よ
う
に
し
て
よ
い
。

試
案
の
よ
う
に
し
た
と
き
は
、
公
告
と
送
達
の
両
者
を
必
要
と
す
る

も
の
の
範
囲
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

第
5
　
監
督
行
政
庁
に
対
す
る
通
知
の
見
直
し

　
更
生
会
社
の
業
務
を
監
督
す
る
行
政
庁
に
対
す
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
の
通
知
等
を
定
め
る
各
規
定
（
第
三
五
条
第
一

項
（
第
二
三
五
条
第
二
項
、
第
二
七
二
条
第
二
項
及
び
第
二
八

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
八
条

（
第
五
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

一
六
五
条
、
第
二
〇
〇
条
第
二
項
）
に
つ
い
て
は
、
再
生
手
続

と
同
様
に
、
通
知
先
及
び
通
知
時
期
を
限
定
す
る
も
の
と
す
る

（
民
事
再
生
規
則
第
六
条
参
照
）
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
送
達
の
見
直
し
と
と
も
に
監
督
庁
へ
の
通
知
も
検
討
す
る
こ
と
が

妥
当
で
あ
る
。
か
ね
て
か
ら
業
務
監
督
庁
の
範
囲
が
不
明
確
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
許
認
可
庁
に
限
定
す
る
と
と
も
に
、

通
知
も
試
案
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で
よ
い
。

第
6
　
更
生
手
続
開
始
の
登
記
等
の
廃
止

　
更
生
会
社
の
財
産
に
属
す
る
権
利
で
登
記
又
は
登
録
し
た
も

の
（
不
動
産
所
有
権
等
）
に
関
し
て
は
、
更
生
手
続
開
始
の
登

記
、
更
生
手
続
開
始
の
取
消
し
の
登
記
、
更
生
手
続
廃
止
の
登

記
、
更
生
計
画
不
認
可
の
登
記
、
更
生
計
画
認
可
の
登
記
及
び

更
生
手
続
終
結
の
登
記
等
（
第
一
八
条
第
一
項
、
第
一
九
条
、

第
二
二
条
－
よ
、
し
な
い
も
の
と
す
る
（
民
事
再
生
法
第
一
二

条
参
照
）
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
不
動
産
等
登
記
・
登
録
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
更
生
会
社
と

取
引
を
す
る
相
手
方
は
、
更
生
会
社
の
商
業
登
記
簿
の
役
員
欄
に
管

財
人
に
関
す
る
登
記
が
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
管
理
処
分
権
が

管
財
人
に
専
属
す
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
更
生
開

始
の
登
記
等
は
対
抗
要
件
で
は
な
い
と
こ
ろ
か
ら
改
正
に
賛
成
す
る
。

民
事
再
生
法
も
同
様
に
処
理
し
て
い
る
。
し
か
し
否
認
の
登
記
は
こ

れ
と
は
別
の
制
度
で
あ
り
、
そ
れ
を
存
続
さ
せ
る
か
否
か
は
検
討
を
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要
す
る
が
、
当
面
上
記
の
改
正
と
共
に
廃
止
す
る
必
要
は
な
い

事
再
生
法
一
三
条
参
照
）
。

（
民

第
7
　
登
記
・
登
録
の
嘱
託
に
関
す
る
事
務
の
書
記
官
権

　
　
　
限
化

　
更
生
手
続
に
関
す
る
登
記
及
び
登
録
の
嘱
託
の
事
務
（
第
一

七
条
か
ら
第
一
九
条
ま
で
、
第
二
二
条
）
は
、
裁
判
所
書
記
官

が
行
う
も
の
と
す
る
（
民
事
再
生
法
第
二
条
、
第
一
二
条
、

第
一
五
条
参
照
）
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
裁
判
官
が
こ
れ
を
す
る
必
要
性
は
乏
し
く
、
書
記
官
事
務
と
し
て

も
充
分
に
公
正
さ
は
保
て
る
。
民
事
再
生
法
二
条
、
二
一
条
、
民

事
執
行
法
四
八
条
第
一
項
、
民
事
保
全
法
四
七
条
第
三
項
等
も
同
様

で
あ
る
。

第
8
　
更
生
手
続
開
始
前
の
牽
連
破
産
の
場
合
に
お
け
る

　
　
　
共
益
債
権
の
財
団
債
権
化

　
破
産
宣
告
前
の
更
生
会
社
に
つ
い
て
更
生
手
続
開
始
の
申
立

て
の
棄
却
の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
裁
判
所
が
職
権

で
破
産
の
宣
告
を
し
た
と
き
（
第
二
三
条
第
一
項
）
、
又
は
破

産
宣
告
後
の
更
生
会
社
に
つ
い
て
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
の

棄
却
の
決
定
の
確
定
に
よ
っ
て
破
産
手
続
が
続
行
さ
れ
た
と
き

（
第
二
五
条
）
は
、
更
生
手
続
が
開
始
さ
れ
て
い
れ
ば
共
益
債

権
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
第
一
〇
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
請
求
権
（
継
続
的
給
付
を
目
的
と
す
る
双
務
契
約
の
相
手
方

が
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
後
更
生
手
続
開
始
前
に
し
た
給
付

に
係
る
請
求
権
）
及
び
第
一
一
九
条
の
三
に
規
定
す
る
請
求
権

（
開
始
前
の
借
入
金
等
に
係
る
請
求
権
）
は
、
破
産
手
続
に
お

け
る
財
団
債
権
と
す
る
旨
の
明
文
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す

る
（
民
事
再
生
法
第
一
六
条
第
一
項
・
第
四
項
・
第
五
項
参

照
）
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
更
生
申
立
後
の
D
・
1
・
P
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ

を
財
団
債
権
と
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
民
事
再
生

法
一
六
条
第
一
項
、
四
項
、
五
項
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
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第
9
　
事
件
に
関
す
る
文
書
等
の
閲
覧
等

1
　
文
書
等
の
閲
覧
等
の
請
求

　
　
利
害
関
係
人
は
、
原
則
と
し
て
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、

　
更
生
事
件
に
関
す
る
文
書
等
の
閲
覧
及
び
謄
写
等
の
請
求
を

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
（
民
事
再
生
法
第
一
七
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）

　
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
参
照
）
。

2
　
閲
覧
等
の
請
求
の
時
期
的
制
限

　
　
更
生
会
社
以
外
の
利
害
関
係
人
は
、
他
の
手
続
等
の
中
止

　
命
令
（
第
三
七
条
第
一
項
・
第
二
項
）
な
ど
の
一
定
の
裁
判

　
が
あ
る
ま
で
の
間
は
、
閲
覧
な
ど
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で

　
き
な
い
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
更
生
会
社
は
、
更
生
手
続
開

　
始
の
申
立
て
に
関
す
る
口
頭
弁
論
又
は
更
生
会
社
の
代
表
者

　
を
呼
び
出
す
審
尋
の
期
日
の
指
定
等
の
一
定
の
裁
判
が
あ
る

　
ま
で
の
間
は
、
閲
覧
等
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

　
の
と
す
る
（
民
事
再
生
法
第
一
七
条
第
四
項
参
照
）
。

3
　
支
障
部
分
の
閲
覧
等
の
制
限

　
　
管
財
人
が
更
生
会
社
の
財
産
の
処
分
等
を
す
る
に
つ
き
裁

　
判
所
の
許
可
を
得
る
た
め
に
提
出
し
た
文
書
（
第
五
四
条
参

　
照
）
等
の
一
定
の
文
書
等
に
つ
い
て
、
利
害
関
係
人
に
よ
る

　
閲
覧
及
び
謄
写
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
更
生
会
社
の

事
業
の
維
持
更
生
に
著
し
い
支
障
を
生
じ
、
又
は
更
生
会
社

の
財
産
に
著
し
い
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
が
あ

る
こ
と
に
つ
き
疎
明
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
部
分
に
つ

い
て
閲
覧
等
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
、
当
該
文
書

等
を
提
出
し
た
者
、
管
財
人
等
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
（
民
事
再
生
法
第
一
八
条
参
照
）
。

（
注
）
　
文
書
等
の
閲
覧
等
の
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
に
伴
い
、
こ
れ

　と

重
複
す
る
関
係
に
あ
る
書
類
の
備
置
き
を
定
め
る
個
別
規
定

　
（
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
に
関
す
る
書
類
－
第
四
九
条
、
調
査

委
員
の
調
査
報
告
又
は
意
見
に
関
す
る
書
類
－
第
一
〇
一
条
の
二
、

権
利
届
出
の
書
類
等
－
第
；
西
条
、
管
財
人
の
調
査
報
告
に
関

す
る
書
類
－
第
一
八
三
条
、
更
生
手
続
廃
止
の
申
立
て
に
関
す
る

書
類
－
第
二
七
五
条
）
は
、
削
除
す
る
も
の
と
す
る
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。
改
正
法
の
規
定
と
と
も
に
、
そ
の
運
用
が
重
要
で
あ

る
。
と
く
に
営
業
秘
密
等
の
漏
洩
の
危
険
と
公
開
の
制
限
の
処
理
に

つ
い
て
具
体
例
の
積
み
重
ね
に
期
待
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
民
事
再
生
法
一
七
条
以
下
に
情
報
公
開
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。

会
社
更
生
手
続
の
実
務
の
運
用
で
も
、
す
で
に
同
様
に
処
理
し
て
い
る
。

98



会社更生法改正要綱試案にっいての意見（1）

第
1
0
　
最
高
裁
判
所
規
則
へ
の
委
任

　
更
生
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
社
更
生
法
に
定
め
る

ほ
か
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
（
民
事
再
生

法
第
二
〇
条
参
照
）
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
V

　
細
目
に
つ
い
て
規
則
に
委
ね
る
方
式
は
、
す
で
に
民
事
再
生
法
二

〇
条
で
も
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
事
項
は
、
申
立
書
の
記
載
事
項

（
会
社
更
生
法
三
二
条
第
二
項
、
三
項
）
、
手
続
費
用
の
決
定
の
要
素

（
三
四
条
第
二
項
）
、
開
始
決
定
年
月
日
時
（
四
五
条
）
、
更
生
債
権

の
届
出
事
項
（
一
二
五
条
第
一
項
、
二
項
、
三
項
）
等
で
あ
る
。

更
生
手
続
の
開
始
関
係

第
1
1
　
包
括
的
禁
止
命
令

1
　
発
令
要
件

　
　
裁
判
所
は
、
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に

　
お
い
て
、
個
別
の
中
止
の
命
令
に
よ
っ
て
は
更
生
手
続
の
目

　
的
を
十
分
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と

　
認
め
る
べ
き
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
利
害
関
係
人
の

申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
に

　
つ
き
決
定
が
あ
る
ま
で
の
間
、
す
べ
て
の
更
生
債
権
者
及
び

　
更
生
担
保
権
者
に
対
し
、
更
生
会
社
の
財
産
に
対
す
る
更
生

　
債
権
又
は
更
生
担
保
権
に
基
づ
く
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
、

　
仮
処
分
、
担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
の
手
続
、
企
業
担

　
保
権
の
実
行
手
続
、
国
税
徴
収
法
に
よ
る
滞
納
処
分
、
国
税

　
徴
収
の
例
に
よ
る
滞
納
処
分
及
び
租
税
債
務
担
保
の
た
め
に

　
提
供
さ
れ
た
物
件
の
処
分
（
以
下
「
強
制
執
行
等
」
と
い

　
う
。
）
の
禁
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た

　
だ
し
、
事
前
に
又
は
同
時
に
、
更
生
会
社
の
主
要
な
財
産
に

　
関
し
仮
差
押
え
、
仮
処
分
そ
の
他
の
必
要
な
保
全
処
分
を
し

　
た
場
合
又
は
保
全
管
理
人
に
よ
る
管
理
若
し
く
は
監
督
委
員

　
に
よ
る
監
督
を
命
ず
る
処
分
を
し
た
場
合
に
限
る
も
の
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）

　
る
（
民
事
再
生
法
第
二
七
条
第
一
項
参
照
）
。

2
　
一
定
の
範
囲
に
属
す
る
更
生
債
権
等
の
除
外

　
　
裁
判
所
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
債
権
等
の
一

　
定
の
範
囲
に
属
す
る
更
生
債
権
又
は
更
生
担
保
権
に
基
づ
く

　
強
制
執
行
等
の
手
続
を
包
括
的
禁
止
命
令
の
対
象
か
ら
除
外

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

3
　
係
属
中
の
強
制
執
行
等
に
対
す
る
効
力
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包
括
的
禁
止
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
更
生
会
社

　
の
財
産
に
対
し
て
既
に
さ
れ
て
い
る
強
制
執
行
等
は
、
中
止

　
す
る
も
の
と
す
る
（
民
事
再
生
法
第
二
七
条
第
二
項
参
照
）
。

4
　
係
属
中
の
滞
納
処
分
等
に
対
す
る
効
力

　
　
更
生
会
社
の
財
産
に
対
し
て
国
税
徴
収
法
に
よ
る
滞
納
処

　
分
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
る
滞
納
処
分
又
は
租
税
債
務
担
保

　
の
た
め
に
提
供
さ
れ
た
物
件
の
処
分
（
以
下
「
滞
納
処
分

　
等
」
と
い
う
。
）
が
既
に
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
滞

　
納
処
分
等
に
対
す
る
包
括
的
禁
止
命
令
は
、
更
生
手
続
開
始

申
立
て
に
つ
き
決
定
が
あ
っ
た
と
き
又
は
当
該
命
令
の
決
定

　
の
日
か
ら
二
月
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
も

　
の
と
す
る
。

（
注
）
　
民
事
再
生
法
と
同
様
に
、
包
括
的
禁
止
命
令
に
対
す
る
即
時

　
抗
告
、
公
告
及
び
送
達
、
解
除
等
（
同
法
第
二
七
条
第
五
項
、
第

　
二
八
条
、
第
二
九
条
参
照
）
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す

　
る
も
の
と
す
る
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
個
別
の
執
行
に
対
し
て
、

各
々
中
止
命
令
の
申
立
て
を
す
る
こ
と

は
煩
項
な
手
続
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
る
。
更

生
担
保
権
に
つ
い
て
も
そ
の
対
象
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
包
括

禁
止
命
令
の
解
除
制
度
（
民
事
再
生
法
二
九
条
参
照
）
も
導
入
し
て

よ
い
。
し
か
も
そ
の
上
で
労
働
債
権
等
に
つ
い
て
、
そ
の
禁
止
が
不

当
な
損
害
を
及
ぽ
す
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
予
め
包
括
禁
止
命
令

か
ら
除
外
す
る
制
度
も
導
入
す
る
こ
と
で
よ
い
。

第
1
2

消　1
し

　
保
全
段
階
に
お
け
る
中
止
し
た
手
続
等
の
取
消
し
の

　
制
度

他
の
手
続
等
の
中
止
命
令
に
よ
り
中
止
し
た
手
続
等
の
取

　
裁
判
所
は
、
更
生
会
社
の
事
業
の
継
続
の
た
め
に
特
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
更
生
会
社
（
保
全
管
理
人
が

選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
全
管
理
人
）
の
申

立
て
に
よ
り
、
担
保
を
立
て
さ
せ
て
、
第
三
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
中
止
し
た
更
生
債
権
若
し
く
は
更
生
担
保
権
に

基
づ
き
更
生
会
社
の
財
産
に
対
し
既
に
さ
れ
て
い
る
強
制
執

行
、
仮
差
押
え
、
仮
処
分
、
担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売

の
手
続
若
し
く
は
企
業
担
保
権
の
実
行
手
続
又
は
同
条
第
2

項
の
規
定
に
よ
り
中
止
し
た
国
税
徴
収
法
に
よ
る
滞
納
処
分
、

国
税
徴
収
の
例
に
よ
る
滞
納
処
分
若
し
く
は
租
税
債
務
担
保
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の
た
め
提
供
さ
れ
た
物
件
の
処
分
の
取
消
し
を
命
ず
る
こ
と

　
が
で
き
る
も
の
と
す
る
（
民
事
再
生
法
第
二
六
条
第
三

　
　
（
注
1
）

　
項
参
照
）
。

2
　
包
括
的
禁
止
命
令
に
よ
り
中
止
し
た
手
続
等
の
取
消
し

　
　
裁
判
所
は
、
更
生
会
社
の
事
業
の
継
続
の
た
め
に
特
に
必

　
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
更
生
会
社
（
保
全
管
理
人
が

　
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
全
管
理
人
）
の
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）

　
立
て
に
よ
り
、
担
保
を
立
て
さ
せ
て
、
包
括
的
禁
止
命
令
に

　
よ
り
中
止
し
た
手
続
又
は
処
分
の
取
消
し
を
命
ず
る
こ
と
が

　
で
き
る
も
の
と
す
る
（
民
事
再
生
法
第
二
七
条
第
四
項
参

　
照
）
。

（
注
1
）
　
手
続
等
の
中
止
を
命
す
る
処
分
以
上
に
強
力
な
処
分
で
あ

　
り
、
債
権
者
に
与
え
る
影
響
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、
第
三
七
条
第

　
二
項
後
段
を
踏
ま
え
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
中
止
し
た
処
分
の

　
取
消
し
を
命
ず
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
徴
収
の
権
限

　
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

（
注
2
）
包
括
的
禁
止
命
令
に
つ
い
て
は
、
第
n
参
照
。
な
お
、

　
（
注
1
）
と
同
様
の
手
当
て
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
　
会
社
更
生
法
六
七
条
第
六
項
に
、
開
始
決
定
後
に
中
止
し
た
手

続
の
取
消
の
制
度
が
す
で
に
あ
る
。
こ
れ
は
中
止
し
た
状
態
に
し
て

お
く
と
、
当
の
財
産
の
換
価
や
再
建
の
用
に
供
す
る
こ
と
等
が
不
可

能
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
試
案
は
、
こ

の
制
度
を
保
全
段
階
に
ま
で
前
倒
し
し
て
活
用
さ
せ
る
も
の
で
あ
り

妥
当
で
あ
る
。

第
1
3
　
保
全
段
階
に
お
け
る
商
事
留
置
権
消
滅
請
求

　
更
生
会
社
（
保
全
管
理
人
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
保
全
管
理
人
）
は
、
商
法
の
規
定
に
よ
る
留
置
権
が
更

生
会
社
の
財
産
上
に
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
留
置
権
の
目
的

を
使
用
、
収
益
又
は
処
分
す
る
こ
と
が
事
業
の
継
続
に
欠
く
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
に
つ
き
決
定
が
あ
る
ま
て
の
間
、
当
該
留
置
権

を
有
す
る
者
に
対
し
、
当
該
留
置
権
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
債

権
額
、
そ
の
債
権
額
が
留
置
権
の
目
的
の
価
額
を
超
え
る
と
き

は
、
そ
の
目
的
の
価
額
に
相
当
す
る
金
銭
を
弁
済
し
て
、
留
置

権
の
消
滅
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

〈
結
　
論
〉
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賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
開
始
決
定
後
の
、
消
滅
請
求
制
度
は
す
で
に
存
在
す
る
（
一
六
一

条
の
二
）
。
こ
れ
を
保
全
段
階
に
前
倒
し
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

必
要
性
を
考
え
れ
ば
基
本
的
に
導
入
は
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
消
滅
請
求
権
行
使
時
の
元
本
・
利
息
・
損
害
金
を
供
託
す
る
こ
と

に
な
る
と
、
開
始
時
の
そ
れ
と
相
違
し
、
他
の
担
保
権
者
と
平
等
に

な
ら
な
い
（
さ
ら
に
、
本
来
更
生
担
保
権
は
開
始
後
一
年
間
分
の
利

息
・
損
害
金
が
更
生
担
保
権
と
な
る
点
も
不
平
等
と
な
る
）
。
ま
た

「
質
権
者
と
同
一
の
権
利
」
と
す
る
と
、
開
始
前
は
本
来
担
保
権
の

実
行
が
で
き
る
が
、
そ
れ
で
は
旧
留
置
権
者
に
物
上
代
位
に
よ
る
優

先
弁
済
を
認
め
る
の
に
等
し
く
な
る
（
こ
れ
を
中
止
命
令
の
対
象
と

は
で
き
る
）
。
そ
こ
で
金
銭
を
弁
済
し
て
商
事
留
置
権
を
消
滅
さ
せ

る
と
い
う
方
法
で
あ
る
が
、
保
全
段
階
で
あ
る
の
で
、
「
事
業
の
継

続
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
こ
と
を
要
件
と
す
る
の
が
妥
当
な
方

法
で
あ
る
。
実
務
で
も
こ
の
ラ
イ
ン
で
和
解
で
解
決
し
て
い
る
。

第
1
4
　
更
生
手
続
開
始
の
条
件

　
更
生
手
続
開
始
の
条
件
を
再
生
手
続
開
始
の
条
件
と
同
様
の

も
の
に
改
め
る
も
の
と
す
る
（
第
三
八
条
、
民
事
再
生
法
第
二

五
条
参
照
）
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
法
三
八
条
五
号
は
「
更
生
の
見
込
み
の
な
い
と
き
」
を
申
立
の
棄

却
事
由
と
す
る
。
企
業
の
再
建
か
ら
事
業
の
再
建
へ
の
要
請
が
あ
り
、

事
業
を
処
分
し
て
残
部
を
清
算
す
る
と
い
う
更
生
計
画
や
、
清
算
型

の
更
生
計
画
も
あ
り
う
る
か
ら
、
更
生
の
見
込
み
の
な
い
と
き
を
止

め
て
、
民
事
再
生
法
2
5
条
と
同
様
に
改
正
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

第
1
5
　
株
主
に
対
す
る
送
達
の
見
直
し

　
更
生
会
社
が
そ
の
財
産
を
も
っ
て
債
務
を
完
済
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
株
主
に
対
す
る
更
生

手
続
開
始
決
定
の
送
達
（
第
四
七
条
第
二
項
）
は
要
し
な
い
も

　
　
（
注
）

の
と
す
る
。

（
注
）
　
更
生
手
続
開
始
決
定
の
ほ
か
、
公
告
と
併
用
さ
れ
る
、
更
生

　
手
続
開
始
決
定
と
同
時
に
定
め
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
の
決
定
の

　
変
更
決
定
の
送
達
（
第
四
七
条
第
三
項
）
、
更
生
手
続
開
始
決
定

　
の
取
消
決
定
の
送
達
（
第
五
一
条
第
一
項
・
第
二
項
）
等
も
同
様

　
と
す
る
。
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〈
結
　
論
〉

　
反
対
で
あ
る
。

〈
理
　
由
〉

　
試
案
の
理
由
は
、
債
務
超
過
が
明
ら
か
な
会
社
の
株
主
に
は
、
関

係
人
集
会
の
議
決
権
が
な
く
（
二
一
九
条
一
項
）
、
関
係
人
集
会
の

呼
出
し
も
さ
れ
な
い
（
一
六
四
条
二
項
）
の
だ
か
ら
、
株
主
に
は
、

会
社
更
生
開
始
決
定
の
送
達
は
不
要
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
株
主

は
開
始
決
定
に
対
し
て
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
一
条
、

五
〇
条
）
（
な
お
、
更
生
計
画
認
可
決
定
に
対
す
る
株
主
の
即
時
抗

告
権
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
試
案
5
1
に
賛
成
す
る
。
）
か
ら
、
何
千
、

何
万
人
と
い
う
株
主
へ
の
送
達
と
い
う
手
数
の
省
略
の
利
益
で
は
覆

せ
な
い
利
益
が
株
主
に
は
あ
る
。
そ
こ
で
、
株
主
に
は
な
お
通
知
を

要
す
る
と
す
る
こ
と
が
よ
い
。

第
1
6
　
労
働
組
合
・
使
用
人
代
表
の
手
続
関
与

　
更
生
会
社
の
使
用
人
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
（
こ

れ
が
な
い
と
き
は
、
使
用
人
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
）
に
つ

い
て
、
民
事
再
生
法
と
同
様
に
、
手
続
の
各
段
階
に
お
い
て
関

与
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
（
同

法
第
四
二
条
第
三
項
、
第
二
五
条
第
三
項
、
第
＝
一
六
条
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）

三
項
、
第
一
六
八
条
、
第
一
七
四
条
第
三
項
・
第
五
項
参
照
）
。

（
注
）
　
更
生
手
続
開
始
に
つ
い
て
の
意
見
聴
取
等
、
手
続
関
与
の
機

会
を
さ
ら
に
認
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
す
る
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
V

　
民
事
再
生
法
で
も
導
入
さ
れ
て
お
り
妥
当
で
あ
る
。
更
生
手
続
開

始
に
つ
い
て
の
意
見
聴
取
は
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
の
で
導
入
し
な
く

て
よ
い
。

第
1
7
　
法
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
手
続
関
与

　
法
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
対
す
る
更
生
手
続
開
始
決
定

の
通
知
、
更
生
計
画
案
に
対
す
る
法
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官

の
意
見
陳
述
権
等
を
定
め
る
各
規
定
（
第
四
八
条
（
第
五
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
一
六
五
条

（
第
二
三
二
条
第
二
項
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
一
九
四
条
第
一
項
・
第
三
項
、
第
二
〇
〇
条
第
二
項
）
は
、

　
　
　
　
　
　
　
（
注
）

削
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
注
）
　
金
融
庁
長
官
の
手
続
関
与
に
関
す
る
各
規
定
を
削
除
す
る
こ

　
と
に
伴
い
、
第
二
六
六
条
も
削
除
す
る
も
の
と
す
る
。
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〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
管
財
人
は
、
必
要
な
各
官
庁
と
協
力
し
意
見
交
換
を
す
る
こ
と
は

実
務
で
行
わ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
運
用
で
よ
い
と
考
え
る
。

第
1
8
　
営
業
の
全
部
又
は
重
要
な
一
部
の
譲
渡
に
つ
い
て

　
　
　
の
規
律

1
　
更
生
手
続
に
よ
ら
な
い
営
業
の
全
部
又
は
重
要
な
一
部
の

譲
渡
の
禁
止

　
　
更
生
手
続
開
始
後
そ
の
終
了
ま
で
の
間
は
、
更
生
手
続
に

　
よ
ら
な
け
れ
ば
、
更
生
会
社
の
営
業
の
全
部
又
は
重
要
な
一

　
部
の
譲
渡
（
商
法
第
二
四
五
条
第
一
項
第
一
号
参
照
）
を
す

　
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
（
第
五
二
条
第
一
項
参

　
照
）
。

2
　
更
生
計
画
認
可
前
の
営
業
の
全
部
又
は
重
要
な
一
部
の
譲

　
渡
　
①
　
1
に
か
か
わ
ら
ず
、
更
生
手
続
開
始
後
、
更
生
計
画
案

　
　
に
つ
い
て
決
議
を
す
る
た
め
の
関
係
人
集
会
を
招
集
す
る

　
　
旨
の
決
定
又
は
更
生
計
画
案
を
書
面
に
よ
る
決
議
に
付
す

　
　
る
旨
の
決
定
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
管
財
人
は
、

　
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
更
生
会
社
の
営
業
の
全
部
又
は

　
重
要
な
一
部
の
譲
渡
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
当
該
会
社
の
事
業
の

　
更
生
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
許

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）

　
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

⑭
　
株
主
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
手
続
を
設
け
る
も
の

　
と
す
る
。

　
甲
案
　
更
生
手
続
開
始
後
に
お
い
て
、
更
生
会
社
が
そ
の

　
　
財
産
を
も
っ
て
債
務
を
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

　
　
き
は
、
裁
判
所
は
、
管
財
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
更
生

　
　
会
社
の
営
業
の
全
部
又
は
重
要
な
一
部
の
譲
渡
に
つ
い

　
　
て
商
法
第
二
四
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
株
主
総
会
の

　
　
決
議
に
代
わ
る
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

　
　
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
営
業
の
全
部
又
は
重
要
な
一
部

　
　
の
譲
渡
が
事
業
の
継
続
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
に

　
　
　
　
　
　
（
注
2
）

　
　
限
る
も
の
と
す
る
。

　
乙
案
　
裁
判
所
は
、
①
の
許
可
を
す
る
場
合
に
は
、
株
主

　
　
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
た

　
　
だ
し
、
株
主
を
も
っ
て
構
成
す
る
関
係
人
委
員
会
（
仮

　
　
称
）
（
第
4
0
参
照
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
を
聴

　
　
け
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。
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（
注
1
）
　
民
事
再
生
法
と
同
様
に
、
債
権
者
か
ら
の
意
見
聴
取
、
労

働
組
合
等
か
ら
の
意
見
聴
取
、
許
可
を
得
な
い
で
し
た
営
業
譲
渡

　
の
効
力
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
（
同

法
第
四
二
条
参
照
）
。

（
注
2
）
　
民
事
再
生
法
と
同
様
に
、
代
替
許
可
の
決
定
の
送
達
、
即

時
抗
告
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る

　
（
同
法
第
四
三
条
参
照
）
。

〈
結
　
論
〉

　
1
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
賛
成
し
、
2
は
G
D
に
賛
成
し
、
同
⑭
に

つ
い
て
は
、
甲
案
を
前
提
と
す
る
乙
案
に
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
こ
れ
に
は
、
本
来
的
に
は
株
主
総
会
の
決
議
が
必
要
で
あ
り
、
緊

急
等
必
要
性
の
高
い
と
き
に
裁
判
所
の
許
可
で
こ
れ
に
代
替
さ
せ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
株
主
の
意
見
を
聴
く
よ
う
に
す
る
こ
と
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
上
に
つ
い
て
は
保
全
段
階
と
、
更
生
計
画
認
可
後
の
営
業

譲
渡
を
、
上
と
同
じ
要
件
で
認
め
て
よ
い
。

第
1
9
　
取
締
役
及
び
監
査
役
の
報
酬

1
　
取
締
役
の
報
酬

　
　
取
締
役
は
、
商
法
第
二
六
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

　
保
全
管
理
人
が
選
任
さ
れ
て
い
る
間
及
び
更
生
手
続
開
始
後

　
の
報
酬
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ

　
し
、
第
一
二
一
条
第
三
項
又
は
第
二
四
八
条
の
二
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
り
更
生
会
社
の
事
業
の
経
営
並
び
に
財
産
の
管
理

　
及
び
処
分
を
す
る
権
利
が
付
与
さ
れ
て
い
る
間
の
報
酬
は
、

　
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

2
　
監
査
役
の
報
酬

　
　
監
査
役
は
、
商
法
第
二
七
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

　
保
全
管
理
人
が
選
任
さ
れ
て
い
る
間
及
び
更
生
手
続
開
始
後

　
の
報
酬
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ

　
し
、
第
一
二
一
条
第
三
項
又
は
第
二
四
八
条
の
二
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
り
更
生
会
社
の
事
業
の
経
営
並
び
に
財
産
の
管
理

　
及
び
処
分
を
す
る
権
利
が
取
締
役
に
付
与
さ
れ
て
い
る
間
の

　
報
酬
は
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

3
　
報
酬
の
額

　
　
1
の
た
だ
し
書
及
び
2
の
た
だ
し
書
の
報
酬
の
額
に
つ
い

　
て
は
、
管
財
人
が
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
定
め
る
も
の
と

　
す
る
。

〈
結
　
論
〉
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賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
現
行
法
は
何
ら
の
規
定
が
な
か
っ
た
。
実
務

で
は
管
財
人
が
取
締
役
等
か
ら
辞
表
を
預
り
、
報
酬
は
不
支
給
と
し

て
い
る
が
、
こ
れ
を
制
度
化
し
、
か
つ
保
全
管
理
人
時
代
に
も
適
用

す
る
も
の
で
あ
り
妥
当
で
あ
る
。
な
お
、
開
始
後
の
組
織
法
的
社
団

的
事
項
に
つ
い
て
（
た
と
え
ば
株
主
総
会
の
招
集
等
）
は
、
取
締
役

は
な
お
権
限
を
有
す
る
が
、
そ
の
費
用
は
現
行
法
で
も
共
益
債
権

（
二
〇
八
条
八
号
）
と
し
て
請
求
で
き
る
。

第
2
0
　
取
締
役
の
競
業
行
為
の
承
認
権
限

1
　
管
財
人
に
よ
る
承
認

　
　
取
締
役
は
、
管
財
人
に
選
任
さ
れ
た
場
合
又
は
第
一
二
一

　
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
四
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
り
更
生
会
社
の
事
業
の
経
営
並
び
に
財
産
の
管
理
及
び
処
分

　
を
す
る
権
利
が
付
与
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
競
業
行
為
（
商

　
法
第
二
六
四
条
参
照
）
を
行
う
と
き
は
、
当
該
取
引
に
関
す

　
る
重
要
な
事
実
を
開
示
し
て
、
管
財
人
の
承
認
を
得
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
（
注
）
。

2
　
取
締
役
が
管
財
人
に
選
任
さ
れ
た
場
合
の
特
例

　
　
取
締
役
が
管
財
人
に
選
任
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
取
締
役
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
、
競
業
行
為

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

（
注
）
　
「
取
締
役
の
競
業
行
為
の
承
認
」
を
、
裁
判
所
の
許
可
を
要

す
る
行
為
（
第
五
四
条
）
の
例
示
に
追
加
す
る
も
の
と
す
る
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
1
は
、
開
始
決
定
後
は
、
取
締
役
が
原
則
的
に
事
業
に
関
わ
ら
な

い
が
、
会
社
と
競
業
行
為
を
す
る
こ
と
は
会
社
の
利
益
を
害
す
る
危

険
が
大
で
あ
る
か
ら
導
入
に
賛
成
で
あ
る
。
2
は
違
反
の
効
果
に
つ

き
、
五
四
条
の
二
（
自
己
取
引
）
と
同
様
に
無
効
（
善
意
者
に
は
有

効
）
と
損
害
賠
償
と
す
る
か
、
裁
判
所
の
介
入
権
（
商
法
二
六
四
条

m
参
照
）
を
認
め
る
か
を
定
め
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

更
生
手
続
の
機
関
関
係

第
2
1
　
管
財
人
、
管
財
人
代
理
、
保
全
管
理
人
代
理

　
　
　
の
選
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）

　
管
財
人
、
管
財
人
代
理
、
保
全
管
理
人
代
理
に
つ
い
て
は
、

第
七
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
査
定
の
処
分
を
受
け
る

お
そ
れ
が
あ
る
者
を
選
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
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（
第
九
四
条
、
第
九
八
条
、
第
四
一
条
参
照
）
。

（
注
）
　
保
全
管
理
命
令
は
、
更
生
会
社
の
事
業
の
経
営
又
は
財
産
の

　
管
理
若
し
く
は
処
分
が
不
適
当
で
あ
る
と
き
に
発
令
さ
れ
る
こ
と

　
か
ら
、
更
生
会
社
の
取
締
役
等
を
保
全
管
理
人
に
選
任
す
る
余
地

　
を
認
め
る
必
要
は
な
い
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
で
あ
る
。
但
し
、
表
現
に
注
意
。

〈
理
　
由
V

　
保
全
管
理
人
に
つ
い
て
、
字
句
の
反
対
解
釈
か
ら
取
締
役
等
を
選

任
可
能
と
み
ら
れ
る
の
で
、
誤
解
の
生
じ
る
の
を
回
避
す
る
た
め
、

こ
れ
も
列
挙
し
て
排
除
し
て
お
く
こ
と
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
は
第
2
1
（
注
）
は
、
そ
の
旨
の
条
文
を
設
け
る
こ
と
が
よ
い
。

な
お
、
現
在
の
実
務
の
運
用
で
は
、
保
全
管
理
人
は
会
社
の
管
理
・

処
分
が
不
適
当
な
と
き
だ
け
選
任
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
2
2
　
数
人
の
管
財
人
の
職
務
執
行
の
見
直
し

　
管
財
人
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
共
同
し
て
そ
の
職
務
を
行
う

が
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
そ
の
職
務
を

行
い
、
又
は
職
務
を
分
掌
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

（
第
九
七
条
第
一
項
、
民
事
再
生
法
第
七
〇
条
第
一
項
参
照
）
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
数
人
の
管
財
人
に
つ
い
て
試
案
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で
単
独
で
職

務
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
機
動
的
な
処
理
が
で
き
る
。
問
題
は
共
同
、

単
独
、
分
掌
の
区
分
の
基
準
と
、
内
部
の
統
一
の
運
用
で
あ
る
。
内

部
の
対
立
、
不
統
一
を
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
2
3
　
管
財
人
等
に
よ
る
更
生
会
社
の
子
会
社
等

　
　
　
の
調
査
権

　
管
財
人
、
保
全
管
理
人
、
監
督
委
員
及
び
調
査
委
員
は
、
そ

の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
子
会
社
に
対
し
、

業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
つ
き
報
告
を
求
め
、
又
は
子
会
社
の

帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）

と
す
る
（
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
参
照
）
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
子
会
社
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
報
告
又
は
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）

査
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
注
1
）
　
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法

　
律
の
改
正
に
よ
り
、
同
法
に
い
う
「
大
会
社
」
は
、
連
結
計
算
書

　
類
を
作
成
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
場
合
に
は
（
商
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法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
第
1
3
の
ー
、
1
参
照
）
、

管
財
人
等
の
調
査
権
の
対
象
範
囲
を
連
結
計
算
書
類
を
作
成
す
る

関
係
に
あ
る
子
会
社
等
に
拡
大
す
る
も
の
と
す
る
。

（
注
2
）
　
子
会
社
の
取
締
役
等
が
正
当
な
理
由
な
く
報
告
若
し
く
は

検
査
を
拒
み
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
に
過
料
の
制
裁
を

課
す
等
の
罰
則
を
設
け
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
す
る
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
更
生
会
社
が
子
会
社
に
対
し
て
架
空
売
上
げ
を
計
上
す
る
等
の
粉

飾
や
子
会
社
の
経
理
の
粉
飾
等
の
例
か
ら
み
て
も
、
管
財
人
に
親
会

社
の
監
査
役
と
同
様
の
調
査
権
（
商
法
二
七
四
条
の
三
）
を
認
め
る

こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。

第
2
4
　
保
全
段
階
に
お
け
る
請
求
権
の
共
益
債
権
化

1
　
保
全
管
理
人
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
請
求
権
の
共
益
債

権
化　
更
生
会
社
の
業
務
及
び
財
産
に
関
し
保
全
管
理
人
が
権
限

に
基
づ
い
て
し
た
資
金
の
借
入
れ
そ
の
他
の
行
為
に
よ
っ
て

生
じ
た
請
求
権
は
、
共
益
債
権
と
す
る
も
の
と
す
る
。

2
　
監
督
委
員
に
よ
る
共
益
債
権
化
の
承
認

　
　
更
生
会
社
（
保
全
管
理
人
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除

　
く
。
）
が
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
後
更
生
手
続
開
始
決
定

前
に
し
た
、
資
金
の
借
入
れ
、
原
材
料
の
購
入
そ
の
他
更
生

　
会
社
の
事
業
の
継
続
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
行
為
に
よ
っ

　
て
生
じ
た
請
求
権
を
共
益
債
権
と
す
る
に
は
、
現
行
法
ど
お

　
り
、
裁
判
所
が
当
該
行
為
の
許
可
を
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

　
と
す
る
（
第
二
九
条
の
三
）
が
、
裁
判
所
は
、
監
督
委
員

　
に
対
し
、
共
益
債
権
化
の
許
可
に
代
わ
る
承
認
を
す
る
権
限

　
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
（
民
事
再
生
法
第

　
一
二
〇
条
第
二
項
参
照
）
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
現
行
法
で
は
、
保
全
管
理
人
の
し
た
行
為
に
基
づ
く
請
求
権
を
共

益
債
権
と
す
る
こ
と
は
、
二
九
条
の
三
に
よ
る
。
ま
た
四
〇
条
第

一
項
但
、
四
三
条
第
一
項
・
五
四
条
で
は
裁
判
所
の
許
可
を
要
す
る
。

一
般
的
に
保
全
管
理
人
の
し
た
行
為
を
、
管
財
人
の
し
た
行
為
と
同

様
に
共
益
債
権
と
す
る
こ
と
で
膨
大
な
処
理
と
支
払
の
迅
速
化
が
図

れ
る
。
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第
2
5
　
監
督
委
員
の
意
見
書
の
提
出

　
裁
判
所
は
、
管
財
人
等
の
選
任
の
た
め
の
参
考
資
料
と
す
る

た
め
、
監
督
委
員
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
、
更
生
会
社
の
取

締
役
等
を
管
財
人
等
に
選
任
す
る
こ
と
の
適
否
に
つ
い
て
の
意

見
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

〈
結
　
論
V

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
管
財
人
の
選
任
は
更
生
手
続
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
の

人
的
資
源
が
充
分
で
は
な
い
。
そ
こ
で
試
案
の
よ
う
な
方
法
も
一
つ

の
案
で
あ
る
が
、
商
工
会
議
所
な
ど
の
経
済
団
体
が
名
簿
を
用
意
す

る
の
も
効
果
的
で
あ
る
。
実
務
で
は
保
全
管
理
時
代
の
ア
ド
バ
イ
ザ

リ
ー
が
ス
ポ
ン
サ
ー
会
社
の
社
員
か
ら
推
薦
す
る
方
法
な
ど
が
行
わ

れ
て
い
る
。

第
2
6
　
調
査
委
員
制
度
の
整
備

　
調
査
委
員
制
度
（
第
一
〇
一
条
か
ら
第
一
〇
一
条
の
三
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）

で
）
に
つ
い
て
、
利
害
関
係
人
に
申
立
権
を
認
め
る
等
の
整
備

を
行
う
も
の
と
す
る
（
民
事
再
生
法
第
六
二
条
、
第
六
三
条
参

照
）
。

（
注
）
　
更
生
手
続
の
全
般
に
わ
た
っ
て
裁
判
所
の
知
見
を
補
充
す
る

　
と
と
も
に
、
手
続
や
業
務
・
会
計
の
適
正
、
公
正
さ
や
透
明
性
の

　
確
保
を
機
動
的
に
行
う
た
め
、
裁
判
所
の
補
助
機
関
と
し
て
調
査

　
委
員
制
度
を
活
用
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
踏

　
ま
え
て
、
調
査
委
員
の
権
能
（
第
一
〇
一
条
第
二
項
、
第
］
○
］

　
条
の
三
、
第
九
八
条
の
二
）
等
を
見
直
す
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

　
な
お
検
討
す
る
。

〈
結
　
論
〉

　
賛
成
す
る
。

〈
理
　
由
〉

　
裁
判
所
の
補
助
機
関
と
し
て
調
査
委
員
を
活
用
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。
取
締
役
を
管
財
人
と
す
る
制
度
を
導
入
し
た
と
き
は
、
監
督

委
員
と
並
ん
で
調
査
委
員
の
役
割
が
重
要
と
な
る
。
そ
の
場
合
に
調

査
委
員
の
権
能
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
監
督
委
員
と
の
役
割

分
担
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
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